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名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 12日㈬・19日㈬・26日㈬
午後1時～４時30分(いずれも30分7枠)

秘
書
広
報
課
相
談
室

秘書広報課広報広聴係
☎0４2-４97-1808
対市内在住・在勤・在
学の方

※４月15日午前8時30分
から各相談日前日の午
後5時まで受け付け。

※新型コロナウイルス
感染症防止対策とし
て、相談時には、マス
クの着用、手洗いまた
は手指の消毒にご協力
ください。また、受付
時には検温をさせてい
ただき、体調チェック
票へのご記入をお願い
します。

人権身の上相談 12日㈬
午前9時30分～11時30分（30分４枠）

土地家屋調査士
相談（境界・測量
・登記）

13日㈭午後1時～3時
（いずれも30分４枠）

不動産取引相談

年金・労働相談 12日㈬午前9時30分～11時30分
（４0分3枠）

司法書士相談（登
記・相続・遺言）

12日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
19日㈬午前9時30分～11時30分

（いずれも30分４枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等
の手続）

行政相談 19日㈬午後1時～3時
（30分４枠）

交通事故相談 26日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

※市民相談は、5月の相談より相談場所が清瀬市役所3階秘書広報課相談室へ変更にな
ります。ご注意ください。
※通常第1週の午後に行っている市民相談「人権身の上相談」ですが、5月は第2週の午前
に実施します。
※通常第1週の午後に行っている市民相談「土地家屋調査士相談」および「不動産取引相
談」ですが、5月は、第2週の午後に実施します。

予直電防犯相談（犯
罪被害者支援なども
含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防犯係
☎0４2-４97-18４8

直母子・父子・女性
相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎0４2-４92-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎0４2-４95-7701

予電教育相談
毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時
※受け付けは午後４時30分まで

教
育
支
援

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎0４2-４93-3526
※電話予約は午前9時
から受け付け。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談 6日㈭・1４日㈮・18日㈫・20日㈭・28
日㈮午前10時～午後3時50分 男女共同参画センター（アイレ

ック）
☎0４2-４95-7002
※電話予約は平日午前8時30
分～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 20日㈭午後5時30分～9時
DV・モラハラ相
談

12日㈬・13日㈭・19日㈬・27日㈭午前
10時～午後3時50分

法律相談 11日㈫・25日㈫午後2時～４時
しごと相談 7日㈮午前10時～午後2時50分

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後４時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎0４2-４95-6212

直清瀬・ハローワー
ク就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（４階） 

清瀬・ハローワーク就
職情報室
☎0４2-４9４-8609

月の5 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：手押し付き三輪車（赤）　★ゆずってください：きよせ幼稚園男子制服・体操着一式、ストライダー
 申 問4月15日午前9時から電話で消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

清瀬、東大和を中心に北多摩の魅力を発信中！清瀬市公式Instagram

Instagramマガジン「キタマガ」「＃清瀬コレクション」「@city_kiyose」を
つけて写真を投稿しよう！ 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

事業名・対象・内容など 日時 申込み
1.食生活相談
　生活習慣病予防の食事や高齢期の食事の相談を行
います。毎日の食事に不安がある方、お気軽にご相談
ください。今回は面談、または電話で相談することが
できます。 対市内在住で18歳以上の方とその家族

5月17日㈪午前
10時～正午、6
月16日㈬午後1
時30分～４時

直接窓口または電
話で健 康推 進課
成人保健係へ

 申 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

　 4月1日付人事異動

◆市管理職（　）は前職（組織改正に伴う異動は省略）
▶企画部参事・秘書広報課長事務取扱（企画部秘書広報課長）植田貴俊
▶総務部建築管財担当部長・建築管財課長事務取扱（企画部新庁舎建設
担当部長・新庁舎建設室長事務取扱）原田政美

▼市民環境部長（市民生活部長）髙見澤進吾

▼福祉・子ども部長（健康福祉部長）八巻浩孝

▼福祉・子ども部子ども子育て担当部長（子ども家庭部長）田村晶子

▼生涯健幸部長（健康福祉部包括ケア・健康推進担当部長）矢ヶ﨑直美
▶企画部郷土博物館長兼企画部市史編さん室長・市史係長事務取扱（市
史編さん室長・市史係長事務取扱）木原雄嗣
▶市民環境部市民課出張所担当課長（子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター長・子ども家庭支援係長事務取扱）北平宜之
▶福祉・子ども部障害福祉課副参事・庶務係長事務取扱（健康福祉部障
害福祉課庶務係長）力村洋平
▶福祉・子ども部子育て支援課長（教育委員会教育部指導課コミハウス
・教育指導担当課長・指導事務係長事務取扱兼教育支援係長事務取扱）
山本晋也
▶福祉・子ども部子ども家庭支援センター長（教育委員会教育部教育総
務課長）細山克昭
▶都市整備部都市計画課長（都市整備部下水道課長）川村義章
▶都市整備部道路交通課副参事・整備係長事務取扱兼管理係長事務取扱
（都市整備部道路交通課道路施設係長）植田雅康

▼都市整備部下水道課長（子ども家庭部子育て支援課長）佐藤信明

▼教育委員会教育部教育総務課長（教育委員会教育部教育総務課副参事）
宮本央子

▼ 教育委員会教育部生涯学習スポーツ課児童青少年担当課長（子ども家
庭部児童センター長）佐藤徹
◆小・中学校の校長・副校長（　）は前職
▶芝山小校長（西東京市立保谷第一小副校長）寺井俊敬
▶第三中校長（国分寺市立第三中副校長）梅木仁
▶第四中校長（瑞穂町立瑞穂第二中副校長）中西規人
▶芝山小副校長（清瀬市立第四小副校長）本間章郎
▶第四小副校長（清瀬市立清明小副校長）阿部貴之
▶第四中副校長（練馬区立三原台中主幹教諭）榮田良晃
▶第五中副校長（清瀬市清瀬中副校長）中里勝司

野塩地域市民センターの 
耐震補強及び改修工事を実施
　建物の耐震補強工事の他、敷地内
の万年塀を撤去し、軽量なフェンス
を新設する工事や、館内機器などの
改修工事を行います。また、万年塀
の工事に伴い、桜の木の伐採を行い
ます。工事期間中、野塩地域市民セ
ンターは全館休館となります。野塩
出張所・野塩図書館・野塩児童館・
野塩つどいの広場・貸館のご利用は
できません。ご不便をおかけします
が、ご理解・ご協力をお願いしま
す。 期８月1日㈰～令和４年２月２８日
㈪ 問野塩出張所☎0４２-４93-４01４

行政相談委員に 
石津氏・髙橋氏が再任

　市の行政相談委員の石津省次氏と
髙橋喜代二氏が、４月1日付で再任
されました。行政相談委員は、総務
大臣から委嘱された民間有識者で
す。市民の皆さんの身近な相談相手

として、行政に関する苦情や行政の
仕組み、手続きの問い合わせなどの
相談を受け、解決のための助言や関
係機関に対する通知などを行いま
す。
　お二人は、10月を除く毎月第3水
曜日の午後に「行政相談」（予約制）
で市民の皆さまの良き相談相手とな
っています。 問秘書広報課広報広
聴係☎0４２-４97-1８0８

人権擁護委員に牧井氏が再任
　４月1日付で、牧井任子氏が人権
擁護委員に再任されました。人権擁
護委員は地域住民で、人権擁護に理
解のある方を市長が推薦し、議会の
同意を得て、法務大臣が委嘱します。
　清瀬市の人権擁護委員は、丹羽英
明氏（竹丘二丁目）・池田厚子氏（中
清戸一丁目）・三浦廣三氏（松山一丁
目）・牧井任子氏（梅園二丁目）の４人
です。10月を除く毎月第1水曜日の
午後に行われている市民相談「人権
身の上相談」（予約制）では、市民の

皆さんの良き相談相手となっていま
す。 問秘書広報課広報広聴係☎0４２-
４97-1８0８

狂犬病予防 
集合注射中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、狂犬病予防集合注射を中
止します。予防接種は、どの動物病
院でも受けることができます。なお、
注射料金は病院ごとに異なります。
　また、狂犬病予防注射を受けた後
には「注射済票」の交付を受ける必
要があります。以下の動物病院では、
注射済票の交付を注射と同時に受け
ることができます。
【注射済票交付可能動物病院】
　清瀬獣医科病院、かざま動物病院、
田中動物病院、くるめ動物病院、ど
んぐり動物病院、本橋動物病院、久
米川みどり動物病院
※上記動物病院以外で注射を受けた
場合、狂犬病予防注射の接種証明書
を受け取り、「狂犬病予防注射済票
交付（再交付）申請書」と交付手数料
550円を持参したうえで、右記窓口
へ提出してください。注射済票の再

交付をします。 問環境課環境衛生
係☎0４２-４97-２099
※詳しくは、市報きよせ４月1日号
をご覧ください。

就学・転学・通室・教育相談
　市では、特別支援学級（自閉症・
情緒障害学級及び知的障害学級）を
清小・七小・清中に設置しています。
また、おもに社会性やコミュニケー
ションなどに困り感を持つ児童・生
徒への指導を目的とした特別支援教
室（小学校「きらり」、中学校「サポ
ートルーム」）を各学校に設置して
います。 問特別支援学級への就学
・転学についてのご相談は、教育指
導課教育支援係就学相談員☎0４２-
４97-２55２（平日午前9時～午後４時）
へ、特別支援教室への通室について
のご相談は各学校へ。
◆教育相談
　心身の発達に関わる相談は、0～
1８歳の市内在住の子どもとその保
護者を対象に受け付けています。
 問教育指導課教育支援係教育相談
室☎0４２-４93-４1２２（火～土曜日午前
9時から午後5時まで）


